
 

 

 

上尾市立平方北小学校再編検討協議会 

協議報告書（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上尾市立平方北小学校再編検討協議会 

令和８年〇月  



2 
 

目次 

はじめに ................................................................. 3 

１ 上尾市立平方北小学校再編検討協議会 .................................... 4 

(1) 設置目的 ....................................................................... 4 

(2) 学校再編の検討・協議 ........................................................... 4 

２ 平方北小学校の概要 .................................................... 5 

(1) 施設の概要 ..................................................................... 5 

(2) 児童数及び学級数の推移 ......................................................... 5 

(3) 近隣校の配置と通学区域図 ....................................................... 6 

３ 協議内容の協議結果 .................................................... 8 

(1) 学校規模の適正化に関すること ................................................... 8 

① 協議の内容 .................................................................... 8 

論点１  学校規模の考え方 .................................................................................................................... 8 

論点２  学校規模の適正化により見込まれる教育効果 ......................................................................... 8 

論点３  小規模校のメリット・デメリット ...................................................................................................... 9 

論点４  教職員一人当たりの校務分掌の負担 ....................................................................................... 9 

論点５  関係者の意向（アンケート調査結果） ..................................................................................... 10 

② （１）「学校規模の適正化に関すること」の協議結果 ............................. 11 

(2) 再編方法に関すること .......................................................... 11 

① 協議の内容 ................................................................... 11 

論点６  再編方法 ................................................................................................................................. 11 

論点７  「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ編入する」手法① .................................. 11 

論点８  「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ編入する」手法② .................................. 12 

論点９  関係者の意向（アンケート調査結果） ..................................................................................... 13 

論点１０  「平方北小学校の児童が他校へ編入する」手法 ................................................................. 13 

② （２）「再編方法に関すること」の協議結果 ..................................... 14 

(3) 再編に伴う影響に関すること .................................................... 15 

① 協議の内容 ................................................................... 15 

論点１１  他校へ編入する場合の児童への影響 ................................................................................. 15 

論点１２  通学区域を分割して編入した場合の特例措置 .................................................................... 15 

論点１３  通学方法 ............................................................................................................................... 16 

論点１４  再編の時期 ........................................................................................................................... 17 

② （３）「再編に伴う影響に関すること」の協議結果 ............................... 17 

４．まとめ .............................................................. 18 

 

  



3 
 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

１ 上尾市立平方北小学校再編検討協議会 

(1) 設置目的 

令和５年３月に改定した「上尾市学校施設更新計画基本計画」（以下「基本計画」

という。）において、子供たちの学びに望ましい学校規模の維持のため、小学校では

各学年単学級（１学年１学級）の状態が５年以上継続することが見込まれた場合に、

教育的な影響の改善を図るために、地域の実情を勘案しながら統廃合を含めた学校の

再編について検討を開始することとしています。 

上尾市立平方北小学校（以下「平方北小学校」という。）は、令和２年度から現在

まで全ての学年で単学級であり、その状態が今後も継続が見込まれるため、令和６年

３月に「上尾市立平方北小学校再編検討協議会条例」が制定され、上尾市立平方北小

学校再編検討協議会（以下「検討協議会」という。）が市教育委員会の附属機関とし

て設置されました。 

 

(2) 学校再編の検討・協議 

平方北小学校の学校再編について、令和６年度、令和７年度の２か年にわたり検

討・協議を重ねてまいりました。本検討協議会の開催日や議題は以下のとおりとなり

ます。 

 

 
開催 
回次 開催日 議 題 

令
和
６
年
度 

第１回 
令和６年 
７月 26日 

〇上尾市学校施設更新計画について 

○上尾市立平方北小学校再編検討協議会 

第２回 
令和６年 
10月３日 

〇子供たちの学びに望ましい学校規模について  

〇教育環境に関するアンケート調査の結果報告 

〇意見交換（フリートーク） 

第３回 
令和６年 
12月 19日 

〇いただいた意見と補足する情報について  

〇近隣校を踏まえた検討について 

〇児童への意見聴取について 

第４回 
令和７年 
２月 27日 

〇近隣校を踏まえた検討について 

〇児童への意見聴取について 

令
和
７
年
度 

第５回 
令和７年 
５月 30日 

〇本検討協議会の役割とスケジュールについて  

〇他自治体の事例について  

〇中学生向けアンケートの結果について 

第６回 
令和７年 
７月 29日 

〇どこへ編入とするか  

〇通学距離が延びた際の通学方法  

〇いつ編入とするか 

第７回 
令和７年 
９月 30日 

〇通学区域を分ける場合の特例措置  

〇再編方法の振り返りについて  

〇再編検討協議会後の取組について 
   



5 
 

 

第８回 
令和７年 
12月２日 

〇協議結果のとりまとめ 

第９回 
令和８年 
●月●日 

〇協議結果のとりまとめ 

 

 

 

２ 平方北小学校の概要 

(1) 施設の概要 

設置年月 ： 昭和 52年 4月（平方小学校、平方東小学校、大石南小学校の通学区

域を分離して開校） 

敷地面積 ： 20,794㎡ 

施設面積 ： 12,093㎡ 

 

(2) 児童数の推移 

平方北小学校の児童数の推移は図１-１,２のとおりです。 

西上尾第一団地(昭和 43年)や西上尾第二団地(昭和 45年)の建設に伴い、付近の児

童数が増加したため、平方小学校、平方東小学校、大石南小学校の通学区域を分離し

て、平方北小学校が開校しました。 

昭和 54年度をピークに児童数は減少し続け一時的には増加に転じましたが、平成

16年以降、再び児童数、学級数は減少傾向となり、平成 16年度までは適正規模を維

持できていましたが、平成 17年度以降は小規模校となっており、令和２年度からは

各学年で単学級となっています。 

 

図１-１ 平方北小学校の児童数の推移 
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図１-２ 平方北小学校の児童数推計・通常学級児童数の推移 

 

(3) 近隣校の配置と通学区域図 

図が平方北小学校の近隣校の配置と通学区域図です。通学区域が隣接する学校は、

大石南小学校、今泉小学校、平方東小学校、平方小学校の４校です。 

 

年度 児童数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 １年２年３年４年５年６年

H15 383 65 62 52 53 75 78 66 62 62 53 62
H16 370 50 61 57 56 48 63 74 62 59 61 51
H17 342 45 41 51 54 46 39 55 72 57 58 61
H18 305 49 40 40 49 52 38 36 51 70 54 56
H19 291 46 49 40 39 46 49 36 36 51 65 54
H20 286 57 46 48 38 42 49 46 36 38 52 65
H21 256 49 51 48 42 33 35 49 46 35 38 53
H22 230 37 46 53 46 37 33 34 47 43 35 38
H23 219 42 47 34 45 52 47 34 32 32 44 42 35
H24 228 37 40 44 31 44 51 44 35 31 30 46 42
H25 225 25 33 35 39 27 42 42 41 36 29 31 46
H26 224 34 27 33 34 43 32 45 42 41 36 29 31
H27 210 28 33 34 34 31 41 25 44 42 39 33 27
H28 213 29 25 34 36 33 29 38 23 43 40 37 32
H29 202 24 28 24 31 31 29 24 36 20 45 40 37
H30 180 23 15 26 21 28 27 25 21 32 18 47 37
H31 154 21 22 15 26 19 22 21 21 17 32 15 48
R2 123 21 20 25 15 27 17 22 18 20 20 30 13
R3 124 19 19 24 25 14 27 16 22 17 20 21 28
R4 115 13 22 15 24 20 13 22 16 21 16 19 21
R5 107 18 17 25 18 23 22 12 22 16 21 17 19
R6 104 16 12 16 22 16 22 17 10 22 18 19 18
R7 106 17 18 14 14 24 18 19 18 10 22 18 19
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図２ 平方北小学校と近隣の学校の学区  
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３ 協議内容・結果 

次に記した事項について協議を行ったので、その協議の内容及び結果をとりまとめ、 

報告します。 

・学校規模の適正化に関すること 

・再編方法に関すること 

・再編による課題に関すること 

 

(1) 学校規模の適正化に関すること 

① 協議の内容 

論点１  学校規模の考え方 

（事務局からの情報・説明） 

◯子供たちの学びに望ましい学校規模を定めるため、令和４年度に実施した「子供
たちのための新しい学校づくりに関するアンケート」では、小学校の適切なクラ
ス数が３クラスであるという回答が最も多くなっている。 

◯アンケート結果や国の基準、学校施設の配置状況、今後の児童生徒数の動向から
子供たちの学びに望ましい学校規模を「12学級以上 18学級以下（特別支援学級を
除く）」と定めている。 

（委員からの意見） 

◎子供を第一に考えていくというのは、委員の中で共通している。 

 

 

論点２  学校規模の適正化により見込まれる教育効果 

（事務局からの情報・説明） 

◯教育環境［人間関係・指導面］ 

・子供たちが多様な集団の中で社会性や豊かな人間関係を築くことができる。 

・様々なグループでの学習活動などが設定でき、個に応じたきめ細かな指導と集団の相互作用を生
かした指導の両方が可能となる。 

・児童生徒同士の人間関係や児童生徒と教員との人間関係に配慮した学級編制ができる。 

・児童生徒を多様な意見に触れさせることができる。 

・新たな人間関係を構築する力を身に付けさせることができる。 

・クラス替えを契機として、児童生徒が気持ちや意欲を新たにすることができる。 

・学級同士が切磋琢磨したり、協力したりする環境を作ることができる。 

・学級に枠を超えた習熟度別指導や学年内での教員の役割分担による専科指導等の多様な指導体制
をとることができる。 

・多くの教員がいることにより、生徒が多様な価値観に触れながら、学び合う機会が増え、資質を
向上させることができる。 
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◯教員配置 

・中学校では、全教科に専門の教員を配置することができる。 

・学級担任以外の教員を多く配置することができる。 

・バランスのとれた教職員配置やそれらを生かした指導の充実が可能となる。 

◯学校管理・運営 

・ティーム・ティーチングによる指導（Ｔ・Ｔ指導）、グループ別指導、習熟度別指導、専科指導
等の多様な指導方法を実現することができる。。 

・人員が十分なことから、教職員が気兼ねなく休暇を取得することができる。 

・校外における研修等に参加する機会が確保され、教職員の資質向上を図ることができる。 

・教職員一人当たりの校務や行事に関わる負担を分散・軽減させることができる。 

・教職員の負担軽減により、教材研究などより多くの時間を費やすことができる。 

（委員からの意見）  特になし。 

 

 

論点３  小規模校のメリット・デメリット 

（事務局からの情報・説明） 

◯小規模校のメリット 

・一人一人の学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握でき、補充指導や個別指導を含めたきめ
細かな指導が行いやすい。 

・様々な活動において、一人一人がリーダーを務める機会が多くなる。 

・運動場や体育館、特別教室などが余裕をもって使える。 

・異年齢の学習活動を組みやすい、体験的な学習や校外学習を機動的に行うことができる。 

◯小規模校のデメリット 

・クラス替えが全部又は一部の学年でできない。 

・クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない 

・クラブ活動や部活動の種類が限定される。 

・体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる。 

（委員からの意見） 

◎小規模校のメリットとして、教員の目が子供に届きやすいことが挙げられると思

うが、１クラス 10名程度しかいない状況では皆さんが想像するメリットとは違う
と思う。 

◎クラス替えができないことで児童に負担があるのではないか。学校に通えなくな
ってしまった児童も、クラス替えができていれば学校に通えたのではないか。 

 

 

論点４  教職員一人当たりの校務分掌の負担 

（事務局からの情報・説明） 

◯校務分掌は学校を運営するために教員が分担して行う仕事のことであり、この仕

事の量については、学校規模の大小にかかわらずどの学校も一定量ある。 
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◯小規模校は教員の配置が少なくなるため、一人当たりの校務分掌が多くなる。 

◯小学校教員１人当たりの校務分掌における主任等の担当数は、市内 22校の平均は
1.9であるが、平方北小学校は 3.1となっており他の学校の教員に比べて、校務負
担が大きくなっている。 

（委員からの意見） 

◎校務分掌の負担を考えると小規模校は教員の負担が大きいのではないか。 

◎以前、赴任していた小学校は５クラスだったので、５人で仕事を分担していた
が、現在は、全部を 1人が行う必要があるので、行事の負担感は感じる。 

 

 

論点５  関係者の意向（アンケート調査結果） 

（事務局からの情報・説明） 

◯上尾市では検討協議会が始まる前に学校の再編検討に向けた参考資料とするた
め、現在、学校再編検討対象校に該当する３校（平方北小学校、尾山台小学校、
大石南中学校）の教員、保護者へ実施したアンケート調査について、概要を説明
した。 

◯「小規模校にメリット・デメリットを感じるか」という設問では、保護者は「ど
ちらかというとメリットの方が大きい」と考えている者が多い結果であった。 

◯教員の回答は「どちらかというとデメリットの方が大きい」と考えている者が多
く、保護者と教員で認識の違いがある結果であった。 

◯保護者が感じる「小規模校のメリット」としては、教職員が一人一人に寄り添っ
て指導や相談に乗ってくれること、児童がきめ細やかな指導をしてもらえるこ
と、などの意見が挙げられている。 

◯一方、教員が感じる「小規模校のデメリット」としては、クラス同士が切磋琢磨
する教育活動ができないこと、クラス替えがないことによる人間関係が固定化す
ること、いじめ等の問題が発生しても同じクラスでその後も６年間生活しなけれ
ばならないこと、などの意見が挙げられている。 

（委員からの意見） 

◎子供たちへの意見聴取の結果に重きを置いて再編の是非や方法を決めてしまう
と、子供たちに責任を取らせてしまうような形になってしまうのではないか。 

◎保護者は自分の子どもが通っている学校のことしかわからないので、様々な学校
を経験している教員の意見が大切なのではないか。 
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② 「学校規模の適正化に関すること」の協議結果 

◎小規模校にもメリットがあるがデメリットが大きいため、適正規模化が 

必要である。 

➢ メリットは、人数が少ないため子供たちに教員の目が行き届くことや他学
年との交流がしやすいことである。 

➢ デメリットは、教員負担が大きいことやクラス替えができないことであ
る。 

➢ 特にクラス替えができないことは子供への負担が大きいのではないかとい
うことから、メリットよりもデメリットの方が大きく感じるため、適正規

模化が必要である。 

➢ 子供への意見聴取は必要だが、それによって再編の是非や方法を決めてし
まうと子供に責任を取らせてしまうような形になってしまう。 

 

 

 

(2) 再編方法に関すること 

① 協議の内容 

論点６  再編方法 

（事務局からの情報・説明） 

◯平方北小学校の実際の再編方法としては、平方北小学校の児童を増加させること
で学校規模を適正な規模とする「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ
編入する」手法と、逆に、平方北小学校の児童を隣接する他の学校に編入する
「平方北小学校の児童が他校へ編入する」手法の２種類の方法が考えられる。 

（委員からの意見）  特になし。 

 

 

論点７  「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ編入する」手法① 

（事務局からの情報・説明） 

◯平方北小学校の通学区域を拡大し、平方北小学校が適正規模校になるまで児童数
を増やすという手法によるシミュレーションの結果を示すとともに、併せて、以
下に記した近隣校の児童数の現状について、説明した。 

・平方小学校と大石南小学校は、小規模校であること 

・平方東小学校は適正規模校であるが、学級数は 12学級で適正規模校の下限値で
あること 

・今泉小学校については適正規模を上回る準適正規模校であること 
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◯平方東小学校（適正規模校）及び今泉小学校（準適正規模校）から編入するシミュレー 
ション結果 

  〔編入する対象者〕 
・今泉小学校の対象者は、自宅から平方北小学校までの距離が 1.5ｋｍ以内に居住
する児童 

・平方東小学校の対象者は、自宅から平方北小学校までの距離が 1.0ｋｍ以内に居
住する児童（学校間の距離が 1.0km以内であるため） 

・平方小学校及び大石南小学校は、現在、小規模校であることから、編入は行わ
ない。 

  〔シミュレーション結果〕 
・平方北小学校は、現行の６学級から３学年において学級が増加して９学級にな

るが、適正規模にはならない上、平方東小学校は 12学級から 11学級に減少
し、小規模校となる結果であった。 

（委員からの意見） 

◎この手法では適正規模校が小規模校になってしまうため、難しいのではないか。 

◎近隣校だけではなく大石方面の他の学校も含めて検討をした方が良い。 

◎上尾駅西口側の小学校で考えないといけないのではないか。 

◎もっと先を見据えて考えた方が良い。 

 

 

論点８  「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ編入する」手法② 

（事務局からの情報・説明） 

◯委員から、近隣校だけではなく大石方面の学校も含めて検討をした方が良いとい
う意見が多かったため、大石地区の学校を含めたシミュレーション結果を説明し
た。 

  〔条件〕 
・将来を見据えて、令和 12年度の児童推計を基礎とする。 

・編入する単位を自治会とし、当該地域の居住児童を一として編入する。 

・近接する他の学校を通り過ぎて、平方北小学校に通学する児童は編入しない。 

・現行、小規模校である平方小学校及び学校間の距離が 1kmに満たず、自治会を
分断することとなる平方東小学校からは編入しない。 

・以上の条件のほか、大石小学校の通学区域を大石南小学校に変更した上で、大
石小学校、大石南小学校、今泉小学校の児童を平方北小学校に編入する。 

  〔シミュレーション結果〕 
・平方北小学校は、現行の６学級から４学年において学級が増加して 10学級にな
るが、適正規模にはならない結果であった。 

（委員からの意見） 

◎他の学区から児童を編入するのが厳しいのではないか。 
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◎調整区域などでとりあえずやってみるのはどうか。 

◎自治会の区域を考慮した上で、学区を考慮しすぎるのも、子供たちにとっては負
担ではないか。 

 

 

論点９  関係者の意向（アンケート調査結果） 

（事務局からの情報・説明） 

◯平方北小学校の学校再編の検討に向けた参考資料とするために実施した、平方小
学校、大石南小学校、平方東小学校、今泉小学校の通学区域内に居住する未就学

児保護者へのアンケート結果について、説明した。 

  〔アンケート結果〕 
・「子供が入学予定の小学校の他に平方北小学校を選択できる場合に平方北小学
校を選択するか」との設問に対して、9割の未就学児保護者が「選択しない」と
の結果であった。 

・「選択しない」理由の８割が、「平方北小学校より近い学校があるから」との
結果であった。 

・また、「学校選択制となった場合に重視すること」は、「通学距離」や「通学
の安全性」の回答が多い結果であった。 

（委員からの意見） 

◎平方北小学校からの距離が遠すぎる方へアンケートを取っても平方北小学校を選
択することはないので、平方北小学校に近い方であればこの割合も変わってくる
のではないか。 

   →（事務局回答）平方北小学校の学区に近い場所に住んでいる方も「平方北
小学校を選択しない」を選んでいる。 

 

 

 

論点１０  「平方北小学校の児童が他校へ編入する」手法 

（事務局からの情報・説明） 

◯平方北小学校の児童を他校に編入し、編入先の学校を適正規模とする手法とし
て、通学距離を考慮しつつ、近隣校が適正規模校となるよう、大石南小学校や平
方小学校の小規模校への編入を優先したとシミュレーションの結果について、説
明した。 

  〔シミュレーション結果〕 
・平方北小学校の児童の編入により、大石南小学校は 10学級から 12学級とな
り、小規模校から適正規模校になる一方で、平方小学校は 10学級から 11学級
に増加するが、適正規模校の学級数を満たせない結果であった。また、平方東
小学校は 12学級から 13学級となり、適正規模校を維持する結果であった。 
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（委員からの意見） 

◎他の学校が適正規模を維持できることや、適正規模になる学校が出ることは良
い。 

◎平方小学校の児童が増えるのであればそれもいいと思う。 

 

 

② 「再編方法に関すること」の協議結果 

◎「通学区域を拡大し平方北小学校に児童を編入させる」手法による場合

は、学校の適正規模化が難しく、「平方北小学校の児童が他校へ編入す

る」手法が現実的である。 

➢ 「通学区域を拡大し他校の児童を平方北小学校へ編入する」手法は、シミ
ュレーションで適正規模にならず、近隣校の規模も縮小するため難しい。 

➢ 「平方北小学校の児童が他校へ編入する」手法については、他の小規模校

が適正規模になったり、規模を維持することができる。 

協議後、協議会委員を対象に、再編方法について意見聴取を実施した。結果として

は、「平方北小学校の児童が他校へ編入する」方が現実的であると考える委員が 13

名、「平方北小学校の通学区域を拡大し児童を編入させる」方が現実的であると考

える方が２名で、「平方北小学校の児童が他校へ編入する」方が現実的であると考

えている方が多数という結果であった。 
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(3) 再編に伴う影響に関すること 

① 協議の内容 

論点１１  他校へ編入する場合の児童への影響 

（事務局からの情報・説明） 

◯全児童が一つの学校へ編入する場合 

・平方北小学校の通学区域全域を他の小学校に編入とする考え方で、近接するいずれの学校に編入
した場合でも適正規模を上回る学校規模となる結果であった。 

・今泉小学校への編入は、結果として学級数が多くなり過ぎ、既存の校舎だけでは平方北小学校の
児童を受入れことが難しい状況となる結果であった。 

・それぞれの学校までの児童の通学距離としては、大石南小学校、今泉小学校、平方小学校につい
ては、通学距離が 1.5ｋｍを越える児童が 25 人以上いる一方で、平方東小学校は 1.5ｋｍを越え
る児童は２名のみであった。 

（委員からの意見） 

◎在校生については同じ学校へ編入となるので人間関係を維持できるのが良い。 

◎編入先の学校によっては通学路が長くなりすぎたり、危険な個所を通ったりする
必要がある子供が出てきてしまう。 

（事務局からの情報・説明） 

○通学区域を分割して、居住地域によって異なる学校へ編入する場合 

・平方北小学校開校前の通学区域に分割して編入した場合、平方東小学校及び大石南小学校では適
正規模になるが、平方小学校は適正規模とはならない結果であった。 

・平方東小学校と平方小学校への編入児童は、学年毎に１人から５人程度となる。 

・それぞれの学校までの児童の通学距離で 1.5km を越える児童は、大石南小学校が５名、平方小学
校が３名の計８名である。 

（委員からの意見） 

◎近くの学校に通うことができるのが良い。 

◎少人数で別々の学校に編入することになる児童がいるため、区割り以外の学校を
選べる特例措置が必要。 

 

 

論点１２  通学区域を分割して編入した場合の特例措置 

（事務局からの情報・説明） 

◯指定された小学校以外の小学校への通学に係る特例措置 

・選択できる小学校を「距離の近い学校のみ選択できる」と「全ての近隣校を選択できる」という
２通りの手法について示し、説明した。 

   〔距離の近い学校のみ選択できる場合の選択校〕 

大石南小学校 ： 平方東小学校も選択可能 

平方小学校  ： 大石南小学校及び平方東小学校も選択可能 

平方東小学校 ： 選択校なし 
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（委員からの意見） 

◎全ての近隣校を選択できるようにして、安全な通学路を通るにはどの学校に通っ
た方が良いかなどを保護者で判断して選べるようにした方が良い。 

◎全ての近隣校を選択できる場合、通学区域が広くなりすぎてしまうため、子供が
下校の際に１人になるなどの安全面の問題もある。 

（事務局からの情報・説明） 

◯指定された中学校以外の中学校への進学に係る特例措置 

・選択できる中学校については、「中学校は従来の通学区域どおり」と「中学校についても選択制
とする」という２通りの手法を示した。「従来の通学区域どおり」の場合、大石南中学校区の児
童が選択校として平方東小学校を選んだ場合でも大石南中学校へ進学することとなり、また、平
方東小学校の通学区域は全て太平中学校区のため、小学校の時の友人と別れることになります。 

・「選択制とする」場合では、大石南中学校の学区でも、選択校である平方東小学校の進学先の太
平中学校も選択可能とすることで、小学校の友人と一緒の中学校に進学することができる。 

（委員からの意見） 

◎選択制の方が良い。 

◎選択制の場合、太平中と大石南中を比較して、大石南中学校を選ぶ人が減ってし
まうかもしれない。 

◎小中学校ともに自由に選択できる場合、統制が取れなくなってしまうかもしれな
い。 

（事務局からの情報・説明） 

◯兄弟姉妹などの対象者に係る特例措置 

・対象者については、「対象者を限定する」と「対象者を限定しない」という２通りの手法を示し
た。「対象者を限定する」場合では、対象者を再編時の在校生とそのきょうだい児に限り選択で
きるようにしたもので、「対象者を限定しない」場合では、区域そのものを調整区域とすること
で、対象者を限定せずに選択できるようにするものである。 

（委員からの意見） 

◎対象者を限定しない場合、児童の管理が大変になる。 

◎対象者を限定しない場合、近隣校の児童数が不安定なってしまう。 

 

 

論点１３  通学方法 

（事務局からの情報・説明） 

◯学校施設更新計画では通学距離が 1.5ｋｍを越える場合は通学方法について検討す
ることとしている。 

（委員からの意見） 

◎通学距離が延びた際の通学方法としてはバスによる通学が考えられる。 

◎通う学校によっては通学距離が遠くなりすぎることがデメリットだが、バスがあ

るのであれば逆にバスで通うことができるのでメリットに感じる。 
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◎近年の夏はとても暑いため、子供たちのことを考えた場合は距離に関わらず、バ
スなどの通学手段を検討したほうが良いのではないか。 

◎暑さのためにバスを導入することについては本協議会に係る子供たちだけでな
く、市全体の子供たちにおいて考えた方が良いのではないか。 

 

 

論点１４  再編の時期 

（事務局からの情報・説明） 

◯再編の時期は、「準備ができ次第再編をする」「６年間で段階的に再編する」手

法を示し、説明した。 

◯「準備ができ次第再編をする手法」では、再編が決定して準備ができ次第年度初
めの４月から在校生・新入生を問わず一斉に再編をするというもの。 

◯「６年間で段階的に再編する手法」では、再編を開始する年度から平方北小学校
への新入生の入学を停止することで、その年度からの新入生は再編後の学校に通
い、再編時の平方北小学校の在校生は卒業まで平方北小学校に通うというもの。 

（委員からの意見） 

◎新入生の入学を停止して段階的に再編する手法は、平方北小学校の学校運営上の
課題が多いため、準備ができ次第再編するのが現実的である。 

 

② 「再編に伴う影響に関すること」の協議結果 

◎編入に当たっては通学区域を分ける方が望ましいが、区域外の学校にも
通学できる特例措置を設定することが望ましい。 

➢ 通学区域を分けない場合は、全員で同じ学校に行けるため人間関係の維持
ができるが、通う学校によっては通学距離が遠くなりすぎたり、危険な個
所を通る必要がある児童が多くなる。 

➢ 通学区域を分ける場合は距離が近い学校に通えるが、少人数で別々の学校
に編入することになる児童がいるため、区域以外の学校に通えるなどの次

のような特例措置が必要である。 

特例措置① 選択できる小学校は距離の近い学校のみ選択できる。 

特例措置② 対象者は再編時の在校生とそのきょうだい児に限る。 

特例措置③ 中学校は選択制とする。 

◎通学距離や安全を考慮して徒歩で通える学校を保護者に選んでいただく
方が良い。 

➢ 通学バスについては、夏場などの児童の安全性を考え、本検討協議会とは
別に市全体の小中学校で検討した方が良い。 

◎再編は段階的に実施するのではなく、準備ができ次第行うのが現実的で
ある。 
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４．まとめ 

  


